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内

閣

府
、
文
部
科
学
省
、

○

令
第

号

厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府
、
文

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
、
経

部
科
学
省
、
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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済
産
業
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
安
全
管
理
措
置
）

（
安
全
管
理
措
置
）

第
六
条

法
第
八
条
第
三
項
第
三
号
及
び
法
第
二
十
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は

第
六
条

法
第
八
条
第
三
項
第
三
号
及
び
法
第
二
十
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

組
織
的
安
全
管
理
措
置

一

組
織
的
安
全
管
理
措
置

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

認
定
事
業
医
療
情
報
等
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
（
以
下
「
漏
え
い
等
」

ニ

認
定
事
業
医
療
情
報
等
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
発
生
時
に
お
け
る
事

と
い
う
。
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
場
合

務
処
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
お
け
る
事
務
処
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

［
ホ
・
ヘ

略
］

［
ホ
・
ヘ

同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

（
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
）

第
二
十
二
条
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大

［
条
を
加
え
る
。
］

き
い
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
医
療
情
報
等
又
は
匿
名
加
工
医
療

情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
と
す
る
。

（
主
務
大
臣
へ
の
報
告
）

第
二
十
二
条
の
三

認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二

［
条
を
加
え
る
。
］

の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
前
条
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後
、
速
や

か
に
、
当
該
事
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
時
点
に
お

い
て
把
握
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
五
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

概
要

二

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
医
療
情
報
等
又
は
匿
名

加
工
医
療
情
報
の
項
目

三

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
医
療
情
報
等
又
は
匿
名
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加
工
医
療
情
報
に
係
る
本
人
の
数

四

原
因

五

二
次
被
害
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

六

本
人
へ
の
対
応
の
実
施
状
況

七

公
表
の
実
施
状
況

八

再
発
防
止
の
た
め
の
措
置

九

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
当
該
事
態

を
知
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る

医
療
情
報
等
又
は
匿
名
加
工
医
療
情
報
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
事
態
に
お
い
て
は
、
当
該
事
態
を
知
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
）
に
、

当
該
事
態
に
関
す
る
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
主
務
大
臣

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
報
告
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
（
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
報
告
書
を
提
出
す
る
方
法
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
又
は
他
の
認
定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事

業
者
へ
の
通
知
）

第
二
十
五
条
の
二

認
定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事
業
者
は
、
法
第
二
十
九
条
の
規
定

［
条
を
加
え
る
。
］

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
二
条
の
二
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後
、
速
や
か
に
、

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
十
六
条

第
三
条
か
ら
第
四
条
の
二
ま
で
、
第
六
条
（
第
五
号
ハ
及
び
ニ
を
除
く

第
二
十
六
条

第
三
条
か
ら
第
四
条
の
二
ま
で
、
第
六
条
（
第
五
号
ハ
及
び
ニ
を
除
く

。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
は
法
第
二
十
八
条
の
認
定
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十

。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
は
法
第
二
十
八
条
の
認
定
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十

一
条
ま
で
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
十

一
条
ま
で
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
十
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八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
四

八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
五
条

条
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
は
認
定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事
業
者
に
つ
い
て
、

の
規
定
は
認
定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事
業
者
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
認

第
十
四
条
の
規
定
は
認
定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事
業
者
に
係
る
認
定
の
取
消
し
に

定
医
療
情
報
等
取
扱
受
託
事
業
者
に
係
る
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上

］

第
十
四
条

第
八
条
第
一
項

第
二
十
八
条

第
十
四
条

第
八
条
第
一
項

第
二
十
八
条

第
二
十
二
条
の

法
第
二
十
四
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

［
項
を
加
え
る
。
］

三
第
一
項
及
び

の
二

用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
二
本
文

第
三
項

（
医
療
情
報
の
提
供
に
係
る
事
前
の
通
知
等
）

（
医
療
情
報
の
提
供
に
係
る
事
前
の
通
知
等
）

第
二
十
八
条

［
略
］

第
二
十
八
条

［
同
上
］

２

医
療
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

２

医
療
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

出
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

様
式
第
二
十
九
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録

二

様
式
第
二
十
九
に
よ
る
届
出
書
及
び
当
該
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録

し
た
光
デ
ィ
ス
ク
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
提
出
す
る
方
法

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
提
出
す
る
方
法

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
三
十
条
第
一
項
第
八
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
項
を
加
え
る
。
］

と
す
る
。

一

認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
情
報
の
更
新
の
方

法
二

当
該
届
出
に
係
る
医
療
情
報
の
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提

供
を
開
始
す
る
予
定
日

（
医
療
情
報
の
提
供
に
係
る
医
療
情
報
取
扱
事
業
者
に
よ
る
公
表
）

（
医
療
情
報
の
提
供
に
係
る
医
療
情
報
取
扱
事
業
者
に
よ
る
公
表
）
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第
三
十
条

医
療
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が

第
三
十
条

医
療
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が

さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

よ
り
、
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ

事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
公
表

す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
場
合

同
項
各
号
に
掲
げ

［
号
を
加
え
る
。
］

る
事
項

二

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
行
っ
た
場
合

変
更
後
の

［
号
を
加
え
る
。
］

同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
情
報
の
提
供
を
や
め
た
旨
の
届
出
を

［
号
を
加
え
る
。
］

行
っ
た
場
合

そ
の
旨

様
式
第
二
十
九

（第
二
十
八
条
第
二
項

附
則
第
二
条
第
一
項
関
係

）

様
式
第
二
十
九

（第
二
十
八
条
第
二
項

附
則
第
二
条
第
一
項
関
係

）

、
、

届
出
日

年
月

日
届
出
日

年
月

日

届
出
番
号

届
出
番
号

届
出
書

届
出
書

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律

（第
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律

（第

3
0
条
第
１
項
・
第
3
0
条
第
２
項

）の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

。

3
0
条
第
１
項
・
第
3
0
条
第
２
項

）の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す

。

、
、

年
月

日
年

月
日

内
閣
総
理
大
臣

殿
内
閣
総
理
大
臣

殿

文
部
科
学
大
臣

殿
文
部
科
学
大
臣

殿

厚
生
労
働
大
臣

殿
厚
生
労
働
大
臣

殿

経
済
産
業
大
臣

殿
経
済
産
業
大
臣

殿

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
居
所

住
所
又
は
居
所

１

．届
出
を
す
る
医
療
情
報
取
扱
事
業
者

（以
下

「届
出
者

」と
い
う

）の
概
要

１

．届
出
を
す
る
医
療
情
報
取
扱
事
業
者

（以
下

「届
出
者

」と
い
う

）の
概
要
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新
規

変
更
又
は
中
止
の

１

．新
規

２

．変
更

（元
の
届
出
番
号

：

新
規
又
は
変
更
の
別

１

．新
規

２

．変
更

（元
の
届
出
番
号

：

、

別

）３

．中
止

（元
の
届
出
番
号

：

）

）（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
者
の
住
所
又
は
居
所

〒
-

届
出
者
の
住
所
又
は
居
所

〒
-

電
話

（

）

電
話

（

）

代
表
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

代
表
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

事
務
連
絡
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

事
務
連
絡
者
の
氏
名

（フ
リ
ガ
ナ

）

（代
表
者
と
同
じ
場
合
に

（代
表
者
と
同
じ
場
合
に

は
省
略
可

）

は
省
略
可

）

電
話

（

）

電
話

（

）

E
-
m
a
i
l

E
-
m
a
i
l

２

．届
出
項
目

２

．届
出
項
目

（１

）□
本
人
の
求
め
に
応
じ
て
本
届
出
書
に
係
る
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
医
療

（１

）□
本
人
の
求
め
に
応
じ
て
本
届
出
書
に
係
る
当
該
本
人
が
識
別
さ
れ
る
医
療

情
報
の
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と

情
報
の
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

（２

）□
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
の

（２
）□

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
の
作
成
の

用
に
供
す
る
も
の
と
し
て

認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供

用
に
供
す
る
も
の
と
し
て

認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供

、
、

し
て
い
る
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

し
て
い
る
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

（３

）認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
情
報
の
項
目

（該

（３

）認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
情
報
の
項
目

（該
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当
す
る
も
の
全
て
の
□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

「そ
の
他

」に
該
当
す
る
医

当
す
る
も
の
全
て
の
□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

「そ
の
他

」に
該
当
す
る
医

療
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は

そ
の
具
体
的
な
内
容
を
記
載
す
る
こ
と

。

）

療
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は

そ
の
具
体
的
な
内
容
を
記
載
す
る
こ
と

。

）

、
、

診
察
・
検
査
・
治
療
の
内
容
や
結
果
等
に
関
す
る
情
報

診
察
・
検
査
・
治
療
の
内
容
や
結
果
等
に
関
す
る
情
報

健
康
診
断
の
結
果
等
に
関
す
る
情
報

健
康
診
断
の
結
果
等
に
関
す
る
情
報

調
剤
に
関
す
る
情
報

調
剤
に
関
す
る
情
報

そ
の
他

そ
の
他

（

（

）

）

（４

）認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
情
報
の
取
得
の
方

［項
を
加
え
る

。

］

法

（５

）認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
に
提
供
さ
れ
る
医
療
情
報
の
更
新
の
方

［項
を
加
え
る

。

］

法

（６

）□
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供
を
法
第
2
0
条
及
び
規
則

（４

）□
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供
を
法
第
2
0
条
及
び
規
則

第
６
条
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
措
置
に
基
づ
く
通
信
手
段
に
よ
り
提
供
し

第
６
条
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
措
置
に
基
づ
く
通
信
手
段
に
よ
り
提
供
し

て
い
る
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

て
い
る
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

（７

）本
人
又
は
そ
の
遺
族
か
ら
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法

（該
当
す
る
も
の
全
て

（５

）本
人
又
は
そ
の
遺
族
か
ら
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法

（該
当
す
る
も
の
全
て

の
□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

の
□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

受
付
窓
口

（住
所

：

受
付
窓
口

（住
所

：

）

）

電
話

（番
号

：

電
話

（番
号

：

）

）

W
E
B

（U
R
L

：

W
EB

（UR
L

：

）

）

そ
の
他

そ
の
他
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（

（

）

）

３

．本
届
出
書
に
係
る
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
医
療
情
報
の
提
供

３

．本
届
出
書
に
係
る
認
定
匿
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
医
療
情
報
の
提
供

を
開
始
す
る
予
定
日
又
は
や
め
た
日

を
開
始
す
る
予
定
日

提
供
開
始
予
定
日
又
は
や
め
た
日

【

年
月

日

】

提
供
開
始
予
定
日

【

年
月

日

】

４

．主
務
大
臣
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
希
望

（い
ず
れ
か
の
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

４

．主
務
大
臣
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
希
望

（い
ず
れ
か
の
□
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

）

□
希
望
な
し

□
希
望
な
し

□
次
の
理
由
に
よ
り

【

年
月

日

】以
後
の
公
表
を

□
次
の
理
由
に
よ
り

【

年
月

日

】以
後
の
公
表
を

、
、

希
望

希
望

（公
表
日
を
指
定
す
る
理
由

：

（公
表
日
を
指
定
す
る
理
由

：

）

）

５
．□

本
届
出
書
に
係
る
医
療
情
報
の
認
定
匿
名
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供

５
．□

本
届
出
書
に
係
る
医
療
情
報
の
認
定
匿
名
医
療
情
報
作
成
事
業
者
へ
の
提
供

が
法
令
等
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

が
法
令
等
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

。

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

、
、

。

）

。

）

６

．添
付
書
類

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

６

．添
付
書
類

（□
内
に
印
を
付
け
る
こ
と

。

）

□
委
任
状

（代
理
人
に
よ
り
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る

。

）

□
委
任
状

（代
理
人
に
よ
り
届
出
を
行
う
場
合
に
限
る

。

）

記
載
要
領

記
載
要
領

１

．最
上
段
の
届
出
日
及
び
届
出
番
号
の
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と

。

１

．最
上
段
の
届
出
日
及
び
届
出
番
号
の
欄
に
は
記
載
し
な
い
こ
と

。

２

．数
字
を
付
し
た
欄
は

該
当
す
る
数
字
を
○
で
囲
む
こ
と

。

２

．数
字
を
付
し
た
欄
は

該
当
す
る
数
字
を
○
で
囲
む
こ
と

。

、
、

３

．届
出
日
は

本
届
出
書
が
主
務
大
臣
に
到
達
し
た
日
を
指
す

。

３

．届
出
日
は

本
届
出
書
が
主
務
大
臣
に
到
達
し
た
日
を
指
す

。

、
、

４

．用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

。

４

．用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と

。

、
、

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
の
規
定
は
、

改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
等
の
方
法
）

第
二
条

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。




